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資料収集における一般方針及び
基準 

平成 24年 10月 10日  

杉 教 第 6 1 3 3 号 

 

改正 平成 26年４月１日杉 教 第 6 7 4 号  平成 30年３月 29日杉教第 11641 号 

令和２年３月 19日杉教第 11219 号   令和５年３月８日杉教第 10617号 

 

（目的） 

第１条 本方針及び基準は、「杉並区立図書館資料管理要綱」（平成 24 年 10 月杉教第

6076 号、以下「要綱」という。）における資料収集の方針及び基準について、必要な

事項を定めることを目的とする。 

（一般方針） 

第２条 資料収集に際しての一般的な方針は、次に定めるとおりとする。 

１ 区民の学習や文化的要求に応えるため、各分野における基本的な資料を中心に収集

すること。 

２ 公共財としての図書館資料の価値を判断し、区民の要求も把握した上で収集するよ

う努めること。 

３ 各分野における新たなテーマに関する資料の収集は、時代の変化に留意し、区民の

要求を的確に反映させ、常に新鮮で魅力ある資料を適切な時期に選択するよう努める

こと。 

４ 生活実用目的、教養、趣味・娯楽から学問までの幅広い分野にわたる入門的な資料

から、区民の調査、研究に必要とされる専門的な資料まで、多様な資料を提供するよ

う努めること。 

５ 児童図書の収集に当たっては、子どもの豊かな成長を育み、興味や知識欲に対応で

きるよう、様々な図書の収集に努めること。 

６ 中学生、高校生の世代向けの図書の収集に当たっては、大人への入口世代の悩みや

関心を考慮し、読書の喜びや知識を得られるよう、様々な図書の収集に努めること。 

（区の計画等にかかる方針） 

第３条 杉並区（以下「区」という。）における各種計画と区立図書館における事業等の

計画との整合を図るため、以下の方針により資料を収集することに努めるものとす

る。 

１ 杉並区子ども読書活動推進計画その他図書館が策定する計画及び方針等に基づき、

計画的な資料収集に努めること。 

２ 区における各種計画について、その関係する分野の図書資料及び行政支援にかかる

資料に注意を払い収集に努めること。 

３ 区の歴史や地域に関する資料は、中央図書館を中心に収集するものとし、区民の

「杉並を知る」ための調査研究を支援するため、網羅的な収集に努めること。 
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（検討対象除外資料） 

第４条 要綱第７条による区の図書館における資料として、要綱第９条に定める選定会

（以下「選定会」という。）において検討及び協議の対象としない資料類は、以下の

とおりとする。 

１ 要綱第５条第１項第５号に定めるもの 

２ 新聞、雑誌その他の逐次刊行物 

３ 過去において出版刊行された事実の確認ができないもの及び出版刊行予定情報が出

版社又は新聞等で広告される等、出版が既知のこととなっていても未だその刊行が確

認できないもの 

４ 区民以外から未所蔵資料として提供要望及び備付要望があったもの 

５ 選定会で、すでに協議され、収集しないものとしたもの。ただし選定時から評価が

変わったと判断したものは、その限りではない。 

６ その他中央図書館長が提供及び取扱いの範囲外としたもの 

第５条 杉並区立図書館において原則として収集対象外とするものは、以下のとおりとす

る。 

１ ポルノ、その他これに類するもの及び関連する資料 

２ 長期間個人で占有される類の資料（学習参考書、受験問題集、単語帳、資格試験問

題集、各種能力検定用のテキスト等） 

３ 切り取りや書き込みを前提とするもの又は図書等の形態が著しく奇抜であるか極小

である等、その使用方法や資料の形状等により公立図書館における共同利用に適さな

いもの若しくは図書館資料として扱い難いもの 

４ 特定分野の専門家向けあるいは実務者向けの極めて特殊な主題の資料 

５ 一過性の内容で、利用価値のある期間が極めて限られる資料 

６ 視聴覚資料に類するもの（図書等として出版されているが、ＣＤ及びＤＶＤ等の媒

体記録が主体であるものをいう。）ただし、言語関連資料については、視聴覚資料が付属

するものであっても、必要に応じて収集するよう留意すること。 

第６条 前２条に掲げるものの他、選定会において検討及び協議をする資料ではあるが、

購入若しくは都内公立図書館からの相互貸借のいずれも困難な場合に選定外とするも

のは、以下のとおりとする。 

１ 絶版となり入手が不可能な資料 

２ オンデマンド出版物（一般的な出版流通によらず、特定の図書を発注者からの注文

により印刷を行い、発注者に引き渡される出版物）等インターネット等での直接販

売、オークション等以外に入手ができないもの 

３ 書店、出版社、取次店からの購入等、一般的な購入によっては入手ができないも            

の 

第７条 図書の収集に際して、日本十進分類法（「Nippon Decimal Classification」、以

下「N.D.C.」という）による各区分（類）の収集方針と基準については、次の表のと

おりとする。 
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（N.D.C.各類共通・類別収集方針及び基準） 

１ 各類共通収集方針及び基準 

（１）一般的事項 

 ア 図書、逐次刊行物、その他印刷資料及び非印刷資料から、図書館に必要である

資料を収集することに留意すること。 

 イ 資料の内容は、N.D.C.区分の全類を対象とすること。 

 ウ さまざまな理論、学説、立場及び観点の資料を偏りなく収集すること。 

 エ 入門レベルから専門、研究レベルまで、杉並区立図書館全体としてバランスの

とれた資料収集に努めること。 

 オ 正確で新しい情報を含む資料を収集すること、また、資料の改訂、増補（法令

の制定、改廃によるものを含む）に留意すること。 

 カ 各類、各分野で刊行される個別法令、通達集等については、法令、通達等の改

廃に留意し、必要なものに限り収集すること。 

ただし、選定に際しては、直接区民に関係する法令、通達等であることに留意す

ること。 

キ 解説書等で演習、問題の記載がある資料については、その記載が一部分である

ものに限り、収集の対象とすること。 

ク 自費出版物（自費出版系出版社の出版物を含む）及び一般的な出版流通によら

ない特殊な資料は、杉並区関係の資料等に限り、慎重に収集すること。 

ケ 本方針及び基準その他において、収集に関して特段の記載がない資料の収集

は、十分検討の上、必要に応じて行うものであること。 

（２）詳細事項 

ア 各図書館において収集する各分野の知識、教養、学術、実用及び専門的な事項

の解説等にかかる図書は、その利用が調査研究のみではなく、趣味娯楽等に幅広

く利用されること及び読書普及の観点も踏まえ、基本的かつ記述が正確で表現が

分かりやすい「入門書」及び「概説書」並びに「実用書」を中心とすること。 

ただし、特段の事情がない場合、収集する資料は、通常の購入方法による新刊図

書とすること。 

イ 専門書、学術書、研究書、講座、全集、叢書は、必要に応じて主要なものを収

集する。 

ウ 改訂版、増補版及び年次刊行の図書は、その改訂、増補等について検討を行

い、収集することが必要なものに限り選定すること。 

エ 同一著作の日本語訳の異版は、収集することの可否について十分検討の上選定

すること。 

２ N.D.C.各類別収集方針及び基準 

N.D.C区分 類別収集方針及び基準 

0類 総記  １ 情報科学関連資料は、最新のものであることに留意して選定
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（図書館、書誌

学、百科事典、逐

次刊行物、叢書） 

すること。 

 ２ 図書館関連資料は、図書館運営に活用できる専門性が高いも 

のを含め収集すること。 

 ３ 目録・書誌関連資料は、必要なものを幅広く収集することに

努めること。 

 ４ 書誌学等関連資料は、必要な図書を遺漏なく収集することに 

努めること。 

１類 哲学（哲

学、心理学、倫理

学、宗教） 

 １ 哲学関連資料は代表的な著作を中心に選定すること。 

 ２ 超心理学・心霊研究に関する資料は厳選して収集すること。 

 ３ 宗教関連資料は、各宗教、宗派についての資料を適切な配分

で、主要なものを選定し収集すること。 

２類 歴史（歴

史、伝記、地理、

紀行） 

 １ 歴史関連資料は、特定の史観に偏らず、史実に正確なものを

選定すること。 

 ２  地方史関連資料は、地域の特色が的確に表現されているも

のを選定すること。 

 ３ 伝記関連資料は、信頼性の高いものを選定すること。 

 ４ 地図関連資料は、最新の見やすいものを選定すること。 

３類 社会科学

（政治、法律、経

済、統計、社会、

教育、民俗、軍

事） 

 １ 社会思想関連資料は、古典的著作、代表的思想家の個人全集

を中心に選定すること。 

 ２ 政治関連資料は、特定の党派に偏らないよう選定すること。 

 ３ 法律及び税制関連資料は、最新のものを選定すること。 

 ４ 経済関連資料は、社会思想関連資料等にも配慮して、選定す

ること。 

 ５ ビジネス関連資料は、社会事情に留意した選定に努めるこ

と。 

 ６  統計関連資料は、経年的に収集すること。 

 ７ 社会問題関連資料は、社会動向に配慮し選定すること。 

 ８ 習俗関連資料は、必要な図書を遺漏なく収集すること。 

４類 自然科学

（数学、理学、医

学） 

自然科学関連資料は、次に掲げる事項に配慮して選定すること。 

 １ 科学の進歩に対応していること。 

 ２ 特定の主題に偏らないこと。 

 ３ 図鑑等は、図版及び解説が対応し、見やすいこと。 

 ４ 健康法、治療法、民間療法、民間薬等についての図書で、客

観的、科学的根拠が明示されていないものは、慎重に検討の

上、収集の可否を決定すること。 

 ５ 医学、薬学についての資料は、現代の医学から見て信頼性が

高く、病気及び医療について理解を深めるのに役立つ図書、理
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解しやすい図書を収集すること。 

 ６ 高度の専門書又は医療従事者の使用する図書は対象外とする

こと。 

５類 技術（工

学、工業、家政

学） 

 １ 技術・工学関連資料は、学術的正確さ、新しい理論及び技術

を踏まえたものを選定すること。 

 ２ エネルギー、公害及び環境問題関連資料は、利用者の関心の

高いものを選定すること。 

 ３ 建築学関連資料は、写真及び図版が鮮明なものを選定するこ

と。 

 ４ 家政学・生活科学、被服及び理容・美容等の分野の資料は、

流行や社会事情に留意した選定に努めること。 

 ５ 家政学・生活科学、理容・美容、料理・調理、育児等の資料

及び関係するエッセイやコミック・エッセイは、著者、話題性

に留意し、必要に応じて収集すること。 

 ６ 前記５に記載する分野の用品紹介にかかる図書は、必要なも

のに限り収集すること。 

 ７ 家庭医学、家庭療養については、現代の医学から見て信頼性

が高く、理解しやすい図書を収集すること。 

６類 産業（農

林業、水産業、商

業、交通） 

 １ 農業関連資料は、食料問題等を扱う区民の関心の高いものを

選定すること。 

 ２ 商業関連資料は、実用的で、利用度の高いものを選定するこ

と。 

 ３ 交通関連資料は、利用度の高いものを選定すること。 

 ４  旅行関連資料は、内容の改訂に配慮して選定すること。 

７類 芸術（美

術、音楽、演劇、

体育、諸芸、娯

楽） 

芸術関連資料は、次に掲げる事項に配慮して選定すること。 

１  美術全集は、国別、時代別、作品形態に留意すること。 

２  彫刻、絵画、版画、写真は、基礎的な技法書、解説・研究書

及び著名作家のものであること。 

３  カメラ、ビデオ等の機種、機材に関するものは、機種、機材

の進歩に配慮すること。 

４  漫画、コミック・エッセイは厳選して収集すること。また、

漫画、挿絵画集等の選定に当たっては、必ず作家、作品の社会

的評価について、十分な検討を行うこと。 

５  写真集は、著名な写真家の作品集を中心に収集すること。ま

た、時事性、話題性が顕著である作品については、十分な検討

を行った上で収集すること。 

６  音楽書は、理論、歴史、技法、解説、伝記を中心とするこ
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と。 

７  タレントの著作物及びタレントについて書かれた著作物は厳

選すること。 

８  テレビ番組、映画、アニメその他これらに関係する著作物は

厳選すること。また、時事性、話題性が顕著である作品につい

ては、十分な検討を行った上で収集すること。 

９  スポーツ案内書、技術書又は解説書は、多様なスポーツ種目

に渡っていること。 

10 競馬、競輪、競艇等のギャンブルにかかるものは、十分な検 

討の上、厳選すること。 

 11 茶道書、華道書は主要な流派であること。 

12 室内娯楽の図書（囲碁、将棋に関するもの等を含む）は、初

心者向きから上級者向きのものまで収集すること、ただし、コ

ンピュータゲーム関連図書は、厳選すること。 

８類 言語（言

語学、各国語、そ

の他諸語） 

１  日本語関連資料は、実用書から専門書まで幅広く収集するこ

と。 

２  外国語関連資料は、できる限り多くの言語のものを収集する

こと。 

９類 文学（文

学理論、各国文

学、その他諸文

学） 

文学関連資料は、次に掲げる事項に配慮して選定すること。 

１  文学理論及び文学史は、専門的なものも含めること。 

２  日本の古典は、注釈書、対訳書も含めること。 

３  詩歌、現代小説、随筆は、主要な賞の受賞作品等社会的評価

の高いもの、利用者の関心の高いもの、話題性のあるものであ

ること。 

４  世界又は、日本文学全集等の文学全集は、「出版者の異なる

もの」であること及び「各図書館において所蔵している既版の

全集と同一のものであるか」等に注意を払うこと。 

５  個人全集は、代表的な作家のものであること。 

６  外国文学は、広く各国の作品を収集すること。 

７  テレビ番組、映画、漫画、ゲーム、アニメ等のノベライズ

は、厳選して収集すること。 

８  テレビ番組、映画、漫画、ゲーム、アニメその他イベントや

コマーシャル及び PRキャラクター等から派生した作品や「キ

ャラクター」関連商品としての読み物等の資料は、厳選して収

集すること。 
 

（児童資料及び資料形態等による収集方針及び基準） 

第８条 児童資料その他、資料形態、用途及びその性質別等による収集方針と基準について
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は、表１「児童資料収集方針及び基準」及び表２「資料の形態、用途、性質別等による

区分別収集方針及び基準」によるものとする。 

表１ （児童資料収集方針及び基準） 

１ 基本方針 

児童資料の収集は、次に掲げる方針による。 

（１）図書館は、子どもたちの発達段階に応じた興味や好奇心を満たす資料との出会いの場

を提供し、読書の楽しさを知ってもらえるような資料を選定し、収集すること。 

（２）蔵書構成の核となる、子どもたちに読み継がれてきた基本的な資料については、必要

に応じて複本を整えること。 

（３）汚破損により利用不能となった資料については、利用状況・資料の価値に留意して、

買い替えを行うこと。 

（４）買い替え等を行うに際しては、復刊等の情報にも留意し、必要に応じて、欠本の補充

及び複本の増補を合わせて行うこと。 

（５）その他詳細な方針については、第 3項「児童資料の種別・主題別、性質別方針及び基

準」によること。 

２ 収集基準 

児童資料の収集検討は、次の基準による。 

（１）内容が実証済みのものであって、客観的な視点から書かれた資料であること。 

（２）乳幼児、児童、生徒の各発達段階における理解力に合わせた内容の資料であること。 

（３）新たな知識や研究動向を紹介した資料、また、データが最新で、出典が明記された資

料であること。 

（４）図、写真、イラストレーション、表、グラフが効果的に用いられた資料であること。 

（５）目次や索引が使いやすく、調べやすい資料であること。 

（６）子どもの知的好奇心を満たし、物事への興味や関心を引くような工夫をされた資料で

あること。 

（７）児童、生徒に実行可能な観察や創作、安全性に問題がない実験等を紹介する資料であ

ること。 

（８）異文化への理解を深め、国際感覚を養える資料であること。 

（９）多くの子どもたちの利用に耐えられるよう、造本が堅牢でこわれにくい資料であるこ

と。 

（10）その他詳細な基準については、次項「児童資料の種別・主題別、性質別方針及び基

準」によること。 

３ 児童資料の種別・主題別、性質別方針及び基準 

  児童資料の種別・主題別、性質別方針及び基準は、次の表のとおりとする。 

区分 方針及び基準 

参考図書、

辞書、百科

本区分にかかる資料の選定は、次の基準によること。 

１  様々な調べものに対応できるよう、多くの項目を備えている資料 
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事典、年

鑑、図鑑 

であること。 

２ わかりやすい文章で説明されている資料であること。 

３ 内容の理解を助ける図や写真が掲載されている資料であること。 

４ 多くの参考文献を紹介している資料であること。 

５ 最新のデータを確認できる資料であること。 

生き方、宗

教、超常現

象等 

本区分にかかる資料の選定は、次の基準によること。 

１ 人生を肯定的にとらえ、生きていく上で、手助けとなる資料である

こと。 

２ 占いや心霊研究、超常現象等は、子どもが楽しめる程度の内容の資

料であること。 

歴史、地理 本区分にかかる資料の選定は、次の基準によること。 

１ 区や東京都に関する資料は、積極的に収集すること。 

２ 最新の歴史研究の成果を踏まえて作成されている資料であること。 

３ 歴史的事実や事件について、様々な見方や考え方を公平に紹介して

いる資料であること。 

４ 修学旅行等に関連する地域の資料に留意すること。 

伝記 本区分にかかる資料の選定は、次の基準によること。 

１ 様々な分野、時代の人物の資料を幅広く収集すること。 

２ 被伝者の行動や業績が、歴史的社会的背景の中で正確に描かれてい

る資料であること。 

３ 被伝者の人間性が十分に表現されている資料であること。 

４ 被伝者の生涯が史実に忠実に描かれている資料であること。 

５ 写真や年表等、付属資料が充実している資料であること。 

社会 本区分にかかる資料の選定は、次の基準によること。 

１ 最近の人文・社会科学の成果が反映されている資料であること。 

２ 政治や法律等、基本的な社会のしくみをわかりやすく解説している

資料であること。 

３ 社会への関わり方が多種多様であることを明らかにしている資料で

あること。 

４ 国際社会や人権に対する正しい理解を深めることができる資料であ

ること。 

５ 社会福祉への理解を深めるとともに、正しい知識、情報が得られる

資料であること。 

６ 多様な民族や習慣を理解、尊重している資料であること。 

７ 昔の生活や習慣、年中行事について書かれた資料であること。 

昔話・神

話・伝説等 

本区分にかかる資料の選定は、次の基準によること。 

１ 各国、各地域の昔話は、幅広く収集すること。 
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２ 神話・伝説は、出版点数が少ない資料であることに留意すること。 

３ 昔話の特徴を活かして再話している資料であること。 

４ 語りや読み聞かせに適した資料であること。 

５ 挿絵が昔話の雰囲気に合っている資料であること。 

科学 本区分にかかる資料の選定は、次の基準によること。 

１ 正確な知識、最新の情報に基づいている資料であること。 

２ 理論的で分かりやすい文章で科学の楽しさが表現されている資料で

あること。 

３ 子どもの想像力をふくらませ、自発的な研究心が刺激されるよう書

かれている資料であること。 

４ 子どもの生活経験に根ざし、さらにその世界を拡げることができる

資料であること。 

５ 自然認識の原理や自然への愛情を大切にしている資料であること。 

工学、環境 本区分にかかる資料の選定は、次の基準によること。 

１ 科学技術についての興味を呼び起こすように、分かりやすく書かれ

ている資料であること。 

２ 身近な化学製品、工業製品について書かれている資料であること。 

３ 環境問題やリサイクルについて基本的知識が得られ、子どもが自発

的に取り組む姿勢が育まれる資料であること。 

４ 身近な自然環境への興味、関心を呼び起こす資料であること。 

５ コンピュータ、インターネットについての資料は、ルールや危険性

も含め、わかりやすく解説されているものであること。 

産業、交通 本区分にかかる資料の選定は、次の基準によること。 

１ 産業への興味を呼び起こし、理解を深めるように、分かりやすく書

かれている資料であること。 

２ 自動車等、のりものに関する資料は、鮮明な写真、図版を用い、年

齢、学年に応じて正確に書かれている資料であること。 

芸術、スポ

ーツ、手芸 

料理、あそ

び、趣味 

本区分にかかる資料の選定は、次の基準によること。 

１ 子どもの知識・学習・興味・娯楽・生活に役立つ資料であること。 

２ 将来に向けて子どもの視野を広げる資料であること。 

３ 子どもの能力に合わせた解説により、経験・体験の参考になる資料

であること。 

４ 子どもの創作意欲を起こす実用性の高い資料であること。 

ことば 本区分にかかる資料の選定は、次の基準によること。 

１ 文字や記号、ことばについての基本的な資料であること。 

２ 各国の言語に親しめる内容の資料であること。 

３ ことばを通して、各国の文化への理解が深められる資料であるこ
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と。 

４ 正しい日本語を身につける助けとなる資料であること。 

５ 漢字や文法、作文の書き方等を各年代向けにわかりやすく説明して

いる資料であること。 

詩、戯曲 本区分にかかる資料の選定は、次の基準によること。 

１ 教科書に掲載されている作家、作品等であることについても考慮し

収集すること。 

２ 俳句、短歌、詩の作り方について書かれた資料も収集すること。 

幼年童話 本区分にかかる資料の選定は、次の基準によること。 

１ 起承転結があり、構成がわかりやすく、充足感が得られる資料であ

ること。 

２ 表現が具体的で、耳で聞いてもわかりやすい文章で書かれた資料で

あること。 

３ 題材が身近で幼児が理解しやすく、その世界や経験を広げてくれる

資料であること。 

４ 視点が一定していて、子どもが主人公と一体化できる資料であるこ

と。 

５ 登場人物が魅力的な資料であること。 

６ テレビ番組、映画、漫画、ゲーム、アニメ等のノベライズは、厳選

して収集すること。 

７ 特定のテレビ番組、映画、漫画、ゲーム、アニメ等の関連作品や

「キャラクター」関連商品としての読み物は、厳選して収集するこ

と。 

児童文学 本区分にかかる資料の選定は、次の基準によること。 

１ 文学性があり、子どもが興味を持って読み進められる表現で構成さ

れている資料であること。 

２ ストーリーに魅力があり、読書の楽しみを感じることができる資料

であること。 

３ 登場人物がいきいきと描かれ、共感がもてる資料であること。 

４ 装丁・挿絵が内容にふさわしく、想像力を豊かにふくらませること

ができる資料であること。 

５ 多くの人に長く読み継がれてきた資料であること。 

６ 翻訳は原文に忠実に訳されているもので、かつ、日本語としての表

現が適切な資料であること。 

７ 原典が存在する作品については、原典への興味に対応できる解説

や、資料の紹介がある資料であること。 

８ 古典名作は、完訳版が望ましいが、ダイジェスト版について検討す
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る場合は、原作の持ち味を保ちつつ、それ自体の文学性も高い資料で

あること。 

９ テレビ番組、映画、漫画、ゲーム、アニメ等のノベライズは、厳選

して収集すること。 

10 特定のテレビ番組、映画、漫画、ゲーム、アニメ等の関連作品」や

「キャラクター」関連商品としての読み物は、厳選して収集するこ

と。 

絵本 本区分にかかる資料の選定は、次の基準によること。 

１ 絵がストーリーを語っていて、絵としての芸術性がある資料である

こと。 

２ 絵と文の調和がとれている資料であること。 

３ ことばがわかりやすく適切で、日本語として美しい文章で書かれて

いる資料であること。 

４ 子どもが理解できる表現、内容で簡潔に描かれている資料であるこ

と。 

５ ストーリーに魅力があり、読み聞かせに適した資料であること。 

６ 古典・名作は、無理に対象年齢を下げて絵本化していない資料であ

ること。 

７ 昔話絵本は、話の骨格と雰囲気を損なうことなく描かれている資料

であること。 

８ テレビ番組、映画、漫画、ゲーム、アニメ等を原作とする絵本は、

厳選して収集すること。 

９ 特定のテレビ番組、映画、漫画、ゲーム、アニメ等の関連作品や

「キャラクター」関連商品としての絵本は、厳選して収集すること。 

あかちゃん

絵本 

本区分にかかる資料の選定は、次の基準によること。 

１ 簡潔なことばで、リズミカルに書かれている資料であること。 

２ 身近なできごとが描かれていて、体験を広げてくれる資料であるこ

と。 

３ 鮮明な色遣いとシンプルな形で描かれた資料であること。 

知識の絵本 本区分にかかる資料の選定は、次の基準によること。 

１ ものの見方や考え方の幅を広げる資料であること。 

２ 子どもの探究心を刺激し、科学の不思議さや社会のしくみ等に興味

を持たせる資料であること。 

紙芝居 本区分にかかる資料の選定は、次の基準によること。 

１ 絵と文が調和し、子どもが楽しめる作品であること。 

２ 絵が美しく、線や色がはっきり描かれている作品であること。 

３ 紙芝居の特性を生かし、大勢の子どもが同時に楽しさを共有できる
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作品であること。 

４ テレビ番組、映画、漫画、ゲーム、アニメ等を原作とする紙芝居

は、厳選して収集すること。 

漫画 本区分にかかる資料の選定は、次の基準によること。 

１ 児童資料として収集する漫画は原則として学習漫画・実用漫画とす

ること。その他の漫画は、第 7条により一般向けの資料として選定す

ること。 

２ 子どもの興味や関心を広げることができる資料であること。 

３ しっかりしたテーマとオリジナリティがある資料であること。 

４ 漫画で表現することにより、理解を深めることができるものである

こと。 

５ 特定のテレビ番組、映画、ゲーム、アニメ等の関連作品や「キャラ

クター」関連商品としての漫画は、厳選して収集すること。 

郷土資料 本区分にかかる資料の選定は、次の基準によること。 

１ 行政が発行している冊子等で、区や東京都の郷土資料として子ども

の利用が可能なものは、積極的に収集すること。 

青少年向け

資料（ヤン

グアダルト

資料） 

本区分にかかる資料の選定は、次の基準によること。 

 １ 青少年向けに出版されたものに限定せず、児童書、一般書も対象範

囲として選定を行うこと。 

 ２ 大人でもなく子どもでもない年代の人たちが読書を楽しみながら、

想像力を広げていけるような資料であること。 

 ３ 若い世代の視点に立ち、興味を損ねることなく、理解しやすいよう

工夫して書かれた資料であること。 

 ４ 思春期特有の問題や、進学・就職について考える上で、参考になる

ような資料であること。 

 ５ 関心の高い分野に留意しながら、最新の知識、正確な情報を提供し

ている資料を収集すること。 

 ６特定のテレビ番組、映画、漫画、ゲーム、アニメ等の関連作品や「キ

ャラクター」関連商品としての図書を青少年資料とする場合は、厳選

して収集すること。 
 

表２ （資料の形態、用途、性質別等による区分別収集方針及び基準） 

形態、用

途等の別 

種類等の

別 

呼称 収集方針及び基準 

図書 参考図書 事典 

専門事典 

１ 事典は、定評のあるものを選定すること。 

２ 専門事典は、編集者、構成、情報量等に留意  

して選定すること。 

年鑑、便覧、統 年鑑、便覧、統計、年表は、継続的に収集するこ
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計、年表 と。 

図鑑及び図録 図鑑及び図録は、写真、図等が豊富で正確なもの

を選定すること。 

人物、団体等 

の名簿、名鑑等 

人物、団体等の名簿、名鑑等は、主要なものを選

定すること。 

目録、書誌、 

索引等 

目録、書誌、索引等は、収録期間及び収録範囲に

留意して選定すること。 

外国語図

書 

図書 英語等の主要な外国語で出版された資料とし、次

に掲げるものを慎重に検討した上で選定するこ

と。また、絵本を含む児童資料についても、各分野

に応じて次の基準により選定すること。 

１ 総記、哲学、歴史、社会科学、自然科学、技術、

産業、言語の分野においては、基本的なもので、

一過性の内容ではないもの 

２ 芸術、文学の分野においては、古典的著作や主

要な賞の受賞作品をはじめ、社会的評価の高い

基本的なもの 

３ 料理、旅行ガイドブック等の実用書 

４ デザイン集、写真集等の視覚的価値の高い資

料 

５ 利用者の語学学習に資する資料 

６ 外国語に翻訳された日本に関する資料 

逐次刊行

物 

新聞 一般紙、 

縮刷版 

新聞は、次に掲げるものを収集すること。 

 １ 全国紙 

 ２ 東京地方紙 

 ３ 杉並地方紙 

 ４ 政党紙（特定の政党に偏らないこと） 

 ５ 主要な新聞の縮刷版 

雑誌 一般雑誌 雑誌は、次に掲げるものを収集すること。 

 １ 利用度の高いもの 

 ２ 調査研究に必要なもの 

 ３ 各分野にわたるもの 

 ４ 外国語雑誌は、日本と関係するもの 

その他の 

逐次刊行物 

本表に掲げるもの以外の逐次刊行物は、必要に応

じて収集すること。 

視聴覚資

料 

音声資料 ＣＤ等 次に掲げる事項に配慮して選定すること。 

 １ 資料的価値を考慮すること。 
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 ２ クラシック音楽は、バロック音楽から現代音

楽までの主要な作品で、指揮者及び演奏家は定

評のあるものであること。 

 ３ 歌謡曲及びポピュラー音楽は、各分野の定評

のあるものであること。 

 ４ 民族音楽、民謡及び邦楽は、代表的なもので

あること。 

 ５ 童謡及び唱歌は代表的なものであること。 

 ６ 落語等の演芸は、定評のあるものであるこ

と。 

 ７ 朗読は、朗読者及び内容を吟味し、古典から

近現代文学までの主要なものであること。 

 ８ 環境音楽及び効果音は、代表的なものである

こと。 

映像資料 ＤＶＤ等 次に掲げる事項に配慮して選定すること。 

 １ 資料的価値があり、著作権の許諾を得たもの

であること。 

 ２ 洋画及び邦画は、定評のあるものであるこ

と。 

 ３ アニメーションは、厳選したものであるこ

と。 

 ４ 記録作品は、内容が正確で、信頼性の高いも

のであること。 

 ５ スポーツ、趣味に関する作品は、利用状況を

考慮すること。 

映画フィルム 次に掲げる事項に配慮して選定すること。 

 １ 学校教育及び社会教育に利用するため、教

育、文化的価値及び記録的価値のあるものであ

ること。 

 ２ 物語、昔話等は、児童が理解し、楽しめるも

のであること。 

 ３ 区民の教養、学習に役立つものであること。 

 ４ 記録作品は、内容が正確で、信頼性の高いも

のであること。 

郷土（地

域）資料

及びその

行政資料 

 

 次に掲げる資料を収集すること。 

１ 区が発行する資料 

２ 国、東京都及び都内区市町村が発行する資料
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他の資料 のうち、区に関係する基本的な資料 

郷土資料  次に掲げる資料を選定すること。 

１ 区及びその周辺地域並びに東京都の歴史、風

土、芸術、文化、産業等の現状や変遷を記録し

た写本、古書、写真、ＤＶＤ等の映像資料、そ

の他の資料 

２ 区内で発行されるタウン情報誌、各種団体機

関紙等 

団体貸出

用図書 

 １ 学校での調べ学習等の学習活動及び団体への

貸出しに対応できる資料を収集すること。 

障害者サ

ービス資

料 

 次に掲げる資料を収集すること。 

１ 視覚障害者のために作成、頒布される点字図

書、録音図書及び大型活字本等 

２ 録音テープ、ＣＤ、拡大写本、拡大絵本及び

さわる絵本等 

 

（委任） 

第９条 この方針及び基準に定めるものの他、必要な事項は、中央図書館長が別に定め

る。 

 

附 則 

この方針及び基準は、平成24年10月11日から施行する。 

附 則 

この方針及び基準は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則 

この方針及び基準は、平成 30年４月１日から施行する。 

附 則 

この方針及び基準は、令和２年４月１日から施行する。 

 附 則 

この基準は、令和５年４月１日から施行する。 

 


